
 

 

 

 

令和７年 4 月から名古屋市との指令センター業務の共同運用が開始されたことにより、名古

屋市が運用している『１１９番映像通報機能』が尾張旭市でも運用できるようになりました。 

 

  

 

 

 

   

   

   

   
 
 

 

 

 

 

 

 TEL 0561-51-0885   

『１１９番映像通報機能』の運用が開始されました！ 
～あなたのスマホが現場の目になる～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【１１９番映像通報機能とは】 

１１９番通報者が撮影した映像を指令センターで受信し確認することができる機能です。

※１１９番通報時に通報内容から指令センター職員が必要と判断した場合に映像送信の

依頼をします。承諾頂ければ利用します。 

 

 

【こんな時に利用します】 

※通報者側の事前登録は不要です。 

・要救助者の状況や延焼状況などを視覚的に把握します。 

 

災害実態を正確に把握 

的確な応急手当の実施 

出動場所の特定 

・傷病者の状況を視覚的に把握し、的確な応急手当の伝達をすることができます。 

 

 ・出動場所が特定できない場合に、通報者から送信された映像内の目標物を検索し、 

出動場所を特定します。 

 

 

 

【利用時の流れ】 

 

 

① １１９番 
②ショート 

メッセージ送信 

③ショートメッセージのURLから 

ウェブにアクセス 

⑤指令センターで 

映像を確認 

尾張旭市消防署救急係 

〒488-0802 尾張旭市東大道町曽我廻間 2301番地 1 

TEL：0561-51-0885  E-mail：syobosyo@city.owariasahi.lg.jp 

 

   

言葉では把握しにくい災害現場の状況を映像により確認することで、災害発生場所の早期特定、

火災や交通事故などの災害状況の把握及び的確な応急手当や迅速な消防活動につなげられます。 

※映像通報にかかる通信料は通報者のご負担となりますのでご了承ください。 
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